
住民基本台帳及び戸籍制度の改善等に関する要望 
 

住民基本台帳及び戸籍制度の適切な運用のため、国は、次の事項について積極的な

措置を講じられたい。 

 

１．本人が住民票の写しや戸籍謄本等の交付状況を知り得る制度とすることや不正請

求に対する一層の罰則強化を行うなど、個人情報保護のさらなる充実を図ること。 

 

２．住民基本台帳ネットワークシステムの維持管理にかかる財政措置の拡充を図るこ

と。 

 

３．民法第 772 条第２項いわゆる 300 日規定にかかる出生届について、実情に即して

受理することができるよう所要の措置を講じること。 

 


